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本日の会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 

                                        

出席議員（１１名） 

  １番 岡 村 一 男 君       ２番 遠 藤 重 吉 君 
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１１番 黒 田 重 利 君 

                                      

説明のために出席した者 

 管 理 者  須 藤 和 臣 君 

 副管理者   栗 原   実 君 

  〃    冨 塚 基 輔 君 

  〃    高 橋 純 一 君 

  〃     金 子 正 一 君 

  〃     小 山 定 男 君 

 会計管理者 黒 澤 文 隆 

消 防 長  福 地 保 幸 

本部次長   高 橋 浩 幸 

 総務課長  齊 藤 正 登 

 予防課長  横 村 恭 彦 

 警防課長  服 部 将 幸 

 通信指令室長 髙 橋 一 利 

 板倉消防署長 中 田   清 

 明和消防署長 町 田 節 雄 

 千代田消防署長 小 貫 裕 康 

 邑楽消防署長 阿 部   勤 

 西分署長  阿 部 弘 美 
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          開会及び開議 

（平成３０年９月１３日（木）午後３時１３分開会） 

 

○ 議 長（遠藤重吉君） ただいままでの出席議員は１１名であります。よ

って定足数に達しておりますので、告示第１５号をもって召集されました

平成３０年館林地区消防組合議会第２回臨時会は成立いたしました。ただ

ちに会議を開きます。 

 

第１ 会期の決定 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第１．会期の決定を議題といたします。

本臨時会の会期を、本日１日と決定したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） ご異議がないようですから、さよう決定いたしま

した。 

 

第２ 会議録署名議員の指名 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第２．会議録署名議員の指名をいたし

ます。会議録署名議員に、８番柿沼英己君、９番大澤成樹君を指名いたし

ます。 

 

  第３ 行政報告 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第３．行政報告について、事務局より

報告いたさせます。はい、事務局。 

○ 総務課長（齊藤正登君） 日程第３の行政報告、懲戒免職処分等取消請求

訴訟について、ご報告申し上げます。議案書の１ページをご覧願います。

本組合で懲戒免職処分とした元職員が、本組合に対し懲戒免職処分の取消

しを群馬県市町村総合事務組合に対し退職手当支給制限処分の取消しを求

める訴えを、本年６月１３日に前橋地方裁判所に両組合を被告として提起

したものでございます。経緯につきましては記載のとおり、１番の平成２
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８年１１月２４日に本組合が、当時の消防士長を懲戒免職処分といたしま

した。理由はカッコ書きに掲げたとおり、平成２８年４月から同年１１月

の間にガソリン等を窃取したというものでございます。この懲戒免職処分

に対し、元職員は、２番のとおり館林地区消防組合公平委員会に審査請求

いたしましたが、３番のとおり請求が棄却されました。４番のとおり群馬

県市町村総合事務組合は、懲戒免職処分を受けた元職員の退職手当を、群

馬県市町村総合事務組合条例の規定に基づき不支給処分としたものであり

ます。この両組合の決定に対し、５番に掲げたとおり、元職員が本組合に

対する懲戒免職処分の取消し及び群馬県市町村総合事務組合に対する退職

手当支給制限処分の取消しを求め、両組合を被告として前橋地方裁判所に

提訴し、６番のとおり７月１１日訴状を受理いたしました。対応といたし

ましては、両組合とも本件処分は妥当なものであり、請求には応じられな

いことから、群馬県市町村総合事務組合と共同で調整のうえ、行政関係、

また退職手当関係に詳しい、前全国町村会法務支援室長の大田裕章弁護士

に訴訟委任し、対応しているところでございます。以上で報告を終わりま

す。 

 

第４ 議案第１２号 館林地区消防組合消防本部・館林消  

防署庁舎建設工事（建築工事）請負

契約の締結について 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第４．議案第１２号「館林地区消防組

合消防本部・館林消防署庁舎建設工事（建築工事）請負契約の締結につい

て」を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者須藤和臣君。 

○ 管理者（須藤和臣君） 議案第１２号館林地区消防組合消防本部・館林消

防署庁舎建設工事（建築工事）請負契約の締結について申し上げます。本

案は、地震災害及び風水害等において災害応急対策の拠点としての機能を

適切に発揮するため、十分な耐震性を有し、かつ、浸水による被害に耐え

うる消防施設として、消防本部・館林消防署を館林市赤生田町地内に移転

新築するものでございます。工事概要でございますが、緊急車両用車庫を

含む庁舎棟が鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て、延べ面積３，３１

９．７４平方メートルでございます。ほかに、車庫棟、訓練塔３塔に倉庫
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棟及び自家給油所でございます。契約の相手方につきましては、去る８月

３１日条件付き一般競争入札を執行した結果、河本・小曽根館林地区消防

組合消防本部・館林消防署庁舎建設工事（建築工事）特定建設工事共同企

業体が落札いたしましたので、１３億４，８９２万円で契約を締結しよう

とするものでございます。工期でございますが、平成３２年１月３０日ま

での予定でございます。よろしくご審議のうえ、原案のとおり議決くださ

いますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第１

２号を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 挙手全員よって、議案第１２号は、原案どおり可

決いたしました。 

 

第５ 議案第１３号 館林地区消防組合消防本部・館林消

防署庁舎建設工事（電気設備工事）

請負契約の締結について 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第５．議案第１３号「館林地区消防組

合消防本部・館林消防署庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の締結に

ついて」を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者須藤和

臣君。 

○ 管理者（須藤和臣君） 議案第１３号館林地区消防組合消防本部・館林消

防署庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の締結について申し上げます。

本案は、議案第１２号でご承認いただきました、建築工事と同様に消防本

部・館林消防署を館林市赤生田町地内に移転新築するものでございます。

工事概要につきましては、電灯設備、動力設備、雷保護設備、受変電設備、

発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、映像・音響設備、拡声設

備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、無線設備、監視カメラ設備、自



 - 6 - 

動火災報知設備、太陽光発電設備、構内配電線路、構内通信線路等でござ

います。契約の相手方につきましては、条件付き一般競争入札の結果、大

光電設株式会社が２億２，６８０万円で落札いたしましたので、契約を締

結しようとするものでございます。よろしくご審議のうえ、原案のとおり

議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたしま

す。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 説明が終わりました。質疑を行います。８番柿沼

英己君。 

○ 議 員（柿沼英己君） 北海道の地震がありましたけれども、停電時の自

家発電の能力はどの程度のものなのか教えて頂きたいと思います。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 警防課長服部将幸君。 

○ 警防課長（服部将幸君） 自家発電の性能でございますが、規格が１８０

ＫＶＡ、２００Ｖの５２０Ａの能力を有しております。連続運転が１６８

時間という能力を有しております。庁内の電灯等場所によってですが、２

分の１、３分の１の電灯の電力が賄えるようになっております。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 他に。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第１

３号を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 挙手全員よって、議案第１３号は、原案どおり可

決いたしました。 

 

第６ 議案第１４号 館林地区消防組合消防本部・館林消

防署庁舎建設工事（機械設備工事）

請負契約の締結について 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第６．議案第１４号「館林地区消防組

合消防本部・館林消防署庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約の締結に

ついて」を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者須藤和
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臣君。 

○ 管理者（須藤和臣君） 議案第１４号館林地区消防組合消防本部・館林消

防署庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約の締結について申し上げます。

本案は、議案第１２号でご承認いただきました、建築工事と同様に消防本

部・館林消防署を館林市赤生田町地内に移転新築するものでございます。

工事概要につきましては、空気調和設備、換気設備、自動制御設備、衛生

器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、ガス設備等でござ

います。契約の相手方につきましては、条件付き一般競争入札の結果、吉

澤工業株式会社が１億５，３３６万円で落札いたしましたので、契約を締

結しようとするものでございます。よろしくご審議のうえ、原案のとおり

議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたしま

す。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 説明が終わりました。質疑を行います。３番野村

晴三君。 

○ 議 員（野村晴三君） １点だけ確認したいので、お伺いします。議案第

１２号、１３号とも条件付き一般競争入札で参加企業が４社ありましたが、

１４号については、３社と１社少ない訳ですが、条件付き一般競争入札と

いうか、公平性を保つとか、限られた財源を有効に使うとなると、やっぱ

り４社、５社から入札をとると言うのが一般的かなと思いますが、３社と

いう事の理由を教えていただければと思います。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 消防長福地保幸君。 

○ 消防長（福地保幸君） 本契約に基づく入札の条件についてですが、一般

公募するにあたりまして、館林市・大泉に本社を置く事業所でという事で、

また電気設備と機械設備については、こちらは経営事項審査の総合評点を

６６１点以上と限定させていただいたんですが、機械設備については２４

社の該当がございましたので、こちらといたしましては、適切な条件を付

けたと認識しております。その中で３社しか申し込んでこなかったという

現状でございます。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 他に。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第１

４号を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 
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（挙手全員） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 挙手全員よって、議案第１４号は、原案どおり可

決いたしました。 

 

第７ 議案第１５号 平成３０年度館林地区消防組合一

般会計補正予算（第２号） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 次に、日程第７．議案第１５号「平成３０年度館

林地区消防組合一般会計補正予算（第２号）」を議題といたします。提案理

由の説明を願います。管理者須藤和臣君。 

○ 管理者（須藤和臣君） 議案第１５号平成３０年度館林地区消防組合一般

会計補正予算（第２号）について申し上げます。本案は、歳入歳出予算に

おいて、９５万５千円の追加補正でございます。内容について申し上げま

すと、館林消防団第１０分団第２班が、去る８月１８日、群馬県消防ポン

プ操法競技大会で優勝し、群馬県代表として、本年１０月１９日に富山県

広域消防防災センターで開催される、第２６回全国消防操法大会への出場

事業費の追加でございます。財源につきましては、公益財団法人日本消防

協会からの助成金及び館林非常備消防費、負担金の追加でございます。よ

ろしくご審議のうえ、原案のとおり議決くださいますようお願い申し上げ

まして、提案理由の説明といたします。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第１

５号を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

○ 議 長（遠藤重吉君） 挙手全員よって、議案第１５号は、原案どおり可

決いたしました。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 以上で、本日の議事日程の全部を終了いたしまし

た。この際、管理者から挨拶をしたい旨、申し出がありますので、これを

許します。管理者須藤和臣君。 

○ 管理者（須藤和臣君） 本日は、館林地区消防組合議会、第２回臨時会を
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招集いたしましたところ議員の皆様に於かれましては、大変お忙しいとこ

ろご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、全議案とも、

議決をいただきまして、御礼を申し上げます。去る８月１０日、群馬県防

災ヘリコプターはるなの墜落事故により、９名の尊い命が失われたことは、

誠に痛恨の極みでございます。お亡くなりになられた方々に深く哀悼の意

を表しますとともに、ご遺族並びに関係者の皆様に、心からお悔やみを申

し上げます。さて、本日議決をいただき、消防本部・館林消防署庁舎建設

工事が一歩進むことになりました。消防庁舎は住民の安全・安心な暮らし

を守るため、火災や救急、そして、地震や水害等の大規模災害の際にも、

迅速かつ確実な活動を行うための拠点施設として、十分な耐震性、安全性、

耐久性を有することはもとより、住民の防災意識が高まるような施設づく

りに努めていきたいと考えております。さて、今般館林消防団第１０分団

第２班が群馬県消防ポンプ操法競技大会小型ポンプの部で優勝いたしまし

た。館林消防組合として大変喜ばしく、１０月１９日に富山県で開催され

ます全国大会では、日々の訓練の成果をいかんなく発揮されますようご期

待を申し上げているところでございます。議員各位におかれましては、消

防組合の為に引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、一言ご挨拶

とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○ 議 長（遠藤重吉君） 以上をもちまして、平成３０年館林地区消防組合

議会第２回臨時会を閉会いたします。大変、ご苦労様でした。 

 

 

平成３０年１０月２８日 
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会 議 録 署 名 議 員   柿沼 英己 

 

会 議 録 署 名 議 員   大澤 成樹 


